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・
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・
・
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史
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岡
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・
・
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法
県
博
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神
戸
正
雄

瑞
西
の
穀
物
事
責
制
・
・
・
・
・
・
純
一
湾
事
士
八
木
芳
之
助

小

頁

企

業

技

棚

卸
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切
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・

・

純

一

古

学

士

大

塚

一
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新
着
外
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経
済
雑
誌
主
要
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題



瑞
困
の
一
穀
物
専
貰
制

一
、
瑞
西
の
穀
物
事
責
運
動 fi.. 

木

芳

之

助

瑞
四
の
穀
物
専
買
運
動
は
前
世
紀
の
七
十
年
代
よ
り
漸
次
期

著
と
な
っ
た
。
常
時
の
穀
償
騰
貨
が
持
働
者
階
級
の
生
活
不
安

を
惹
起
し
た
る
に
鑑
み
、
一
枇
曾
民
主
窯
の
ず
イ
テ
ル
は
穀
物
専

賓
制
に
嫁
て
穀
物
中
間
商
業
を
排
除
し
、
消
費
者
に
低
臓
な
る

穀
物
を
供
給
す
べ
き
こ
と
を
高
唱
し
た
。

弊
働
組
合
は
、

チ
ユ

1

リ
ツ
ヒ
州
の
帥
労
働
委
員
舎
に
穀
物
専
貰

一
八
七
八
年
テ
ス
の

第
三
十
四
巻

四
五
四

匹l
四

第
三
就

問
題
を
提
議
し
、
此
の
提
案
は
同
州
の
労
働
組
合
及
び
職
工
組

合
に
依
て
支
持
さ
れ
た
る
を
以
て
、
国
民
投
融
市
に
訴
ふ
る
た
め

請
願
趣
意
書
を
作
成
し
、

一
八
七
九
年
五
月
州
議
曾
忙
提
出
し

た
。
そ
の
一
簡
に
同
〈
「
穀
物
は
僅
か
二
一
一
一
の
繭
人
及
び
投
機

商
人
に
よ
っ
て
貿
出
め
ら
れ
、
貯
滅
さ
れ
、
而
し
て
成
る
ぺ
〈

高
慣
に
寅
捌
か
れ
る
。
穀
物
の
債
格
競
争
は
殆
ん
ど
全
〈
遮
断

さ
れ
、
穀
物
の
輸
入
及
び
大
量
取
引
は
彼
等
一
一
一
一
一
商
人
の
澗
占

に
嗣

1
.
彼
等
は
一
且
に
以
心
停
心
以
て
年
の
畏
凶
叉
は
在
庫
口
即

の
多
少
に
闘
せ
や
穀
債
を
自
由
に
釣
上
げ
得
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
彼
等
の
穀
類
に
就
て
暴
利
を
貧
る
こ
と
は
前
代
未
開
で

あ
る
」
と
。
首
時
の
穀
物
専
買
運
動
の
目
標
が
穀
物
投
機
商
業

の
排
撃
に
あ
っ
た
こ
と
は
瞭
で
あ
る
。
併
し
此
の
専
寅
案
は
闘

民
曾
議
に
於
て
否
決
さ
れ
た
。
共
の
理
由
と
す
る
所
は
、
商
業

及
び
産
業
の
自
由
は
岡
家
生
活
の
原
別
で
あ
り
、
ま
た
圃
家
は

敏
捷
な
る
取
引
を
必
要
と
す
る
商
業
を
行
ふ
に
濁
せ
や
、

H
つ

園
管
穀
物
商
業
は
、
柏
も
す
れ
ば
生
産
費
よ
り
安
く
穀
物
を
民

上
ぐ
る
こ
と
に
よ
0
、
軍
用
友
る
内
国
生
産
を
萎
探
せ
し
め
る

震
が
あ
る
と
詰
ふ
に
あ
っ
た
。

Rnbert Seidel， Staatlicher Getreidchandel ode 
Brot， Zurich 1879・
E. Fleischmanr】， Das Getreidemonopol in der Scll'weiz. Seine rechtlichen， wirtsch-
aftlichen und geschichtJichen Grundlagen 192][ (長崎常氏需，穀物事費論 p
124) 

wie kumml das ~\t"'onζzu bi1ligem 

2) 



一
八
八

O
年
来
。
園
際
農
業
恐
慌
に
よ
り
、
瑞
西
の
穀
債
も

下
落
の
一
方
的
傾
向
を
辿
り
、
従
て
麺
徹
也
往
年
に
比
し
て
遥

に
低
廉
と
友
り
、
工
業
品
労
働
者
の
生
活
も
比
較
的
安
定
と
な
り

し
た
め
、
ザ
イ
デ
ル
の
穀
商
暴
利
の
絶
叫
は
営
時
の
瑞
西
岡
民

に
剖
し
大
な
る
反
響
を
喚
起
せ
・
な
か
っ
た
。
併
し
彼
の
専
責
忠

想
は
決
し
て
消
滅
せ
宇
、
世
界
経
済
夜
展
の
遇
税
中
に
在
て
回
以

も
不
利
待
を
被
る
所
の
産
業
部
門
に
依
て
継
承
さ
れ
た
。
即
ち

良
川
内
階
級
は
殺
物
事
資
制
に
減
H
、
国
内
毅
一
慣
れ
区
市
井
市
川
前
倒

絡
以
上
に
引
上
げ
、
以
で
外
幽
競
争
を
防
止
せ
ん
と
闘
っ
た
。

此
の
見
解
か
ら
-
フ
ウ
ル
ぼ
穀
物
専
賓
論
を
唱
へ
、
瑞
聞
の
穀
作

農
業
を
潰
械
よ
り
救
ひ
、
外
圃
産
小
薬
及
び
穀
粉
の
購
入
、
製

粉
業
及
ぴ
穀
粉
販
寅
を
国
家
的
に
統
制
し
、
之
よ
り
得
る
飴
剰

利
谷
金
を
以
て
穀
作
農
業
の
保
護
奨
励
に
使
則
す
べ
き
こ
と
を

主
張
し
た
。
併
し
ラ
ク
ル
の
提
案
に
針
し
て
は
農
民
黛
が
賛
成

し
た
る
に
留
ま
り
、

一
般
輿
論
は
農
業
者
の
み
の
利
袋
を
保
護

す
る
も
の
と
し
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。

共
の
後
一
九

O
八
年
に
瑞
四
の
製
粉
業
者
に
依
て
穀
物
専
賢

制
が
主
張
さ
れ
た
。
穀
物
専
費
制
の
貫
施
は
、
製
粉
去
の
自
由

瑞

西

白

穀

物

事

費

削

品
川
動
を
大
い
に
阻
害
し
、
製
粉
業
を
一
一
種
の
貨
挽
業
化
せ
し
む

べ
〈
、
従
て
本
来
は
穀
物
一
専
費
制
と
製
粉
業
の
自
由
活
動
と
は

相
容
れ
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
拘
ら
A
Y
瑞
西
製
粉
業
が
敢

て
穀
物
専
買
を
要
求
す
る
に
至
れ
る
は
何
故
で
あ
る
か
?
。

八
九
四
年
調
逸
が
穀
物
原
理
地
詮
明
制

(
Z
g
z
z
z
z
n
7
2
2
)

を
廃
止
し
、
輸
入
澄
晶
体
制
百
一
口

E
Z片
言
一
三

め
、
濁
逸
製
粉
業
者
は
穀
粉
輸
出
に
際
し
、
そ
れ
に
相
感
ナ
る

分
去
の
穀
物
壮
烈
税
で
輸
入
し
伺
る
に
五
hf
、
割
削
仕
ピ
劇
税
制
酬

だ
け
が
穀
粉
の
輸
出
奨
働
金
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
L

た
り
、

調
逸
製
粉
業
者
は
瑞
西
製
粉
業
者
よ
り
も
一
ん
い
官
り
五
乃
至
六

フ
ラ
ン
だ
け
安
債
に
供
給
し
得
る
好
位
置
に
置
か
れ
た
。

を
採
用
せ
る
矯

。
四
年
の
瑞
猪
通
商
僚
約
が
一
九
O
六
年
に
資
施
さ
れ
て
以
来

濁
品
辺
製
粉
業
者
は
右
の
好
地
位
を
利
用
し
、
獅
逸
穀
粉
は
酒
々

と
瑞
西
へ
輸
出
さ
る
L
こ
と
L
友
っ
た
。
議
に
於
て
瑞
商
製
粉

業
者
は
瑞
濁
穀
粉
闘
税
率
の
引
上
を
要
求
す
る
と
共
に
、
同
業

者
聞
の
競
争
を
緩
和
す
る
矯
め
シ
ン
ジ
ナ

l
ト
を
組
織
し
た
。

さ
れ
ど
之
に
依
で
穀
粉
の
昂
騰
を
促
し
、
消
費
者
を
苦
し
む
る

に
至
り
し
た
め
、
枇
曾
民
主
黛
は
製
粉
業
組
合
を
以
て
暴
利
を

第
三
十
四
巻

第

披

g" 
ゴL

四
五
五

九

E. Laur， Die IIebung des schweizerischen G(~treid(;bÐ，l1S dl.lrch ein Gdreidemo-
nopo]， Aaran， r895・

t出課， プツへシベノレがー，農業政策， p. 384 
d.z，はドツペノレ， ヴエントナー白略放にして三百時告の重量である。
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端

西

の

穀

物

事

費

削

食
る
も
の
と
し
て
攻
撃
し
た
。
か
く
て
瑞
聞
製
粉
業
組
合
は
淵

逸
穀
粉
の
輸
入
摩
迫
と
祉
曾
民
主
黛
の
一
攻
撃
と
を
同
時
に
避
〈

る
最
上
の
活
路
と
し
て
、
突
然
に
一
耽
曾
民
主
的
穀
物
専
賓
運
動

を
開
始
し
た
。
此
の
目
的
が
獅
逸
穀
粉
の
轍
入
防
歴
に
あ
り
し

乙
と
は
、
瑞
四
裂
粉
業
組
合
長
オ
イ
グ
ン
・
7

ギ
ー
が
一
九

O
八

年
九
月
聯
邦
の
諮
問
に
針
し
、

「
製
粉
業
は
必
歩
し
も
専
寅
を

主
張
す
る
も
の
で
は
友
く
、
濁
逸
穀
粉
の
輸
入
に
依
る
法
滅
的

の
結
果
を
後
防
し
得
る
な
ら
ば
如
何
な
る
か
法
に
も
餐
成
す
る

も
の
で
あ
る
。
即
ち
描
首
た
る
保
設
開
枕
mu
施
伝
の
如
き
ζ

恥

で
あ
る
」
と
回
併
合
せ
る
に
よ
っ
て
も
瞭
か
で
あ
る
。
聯
邦
は
此

の
運
動
を
認
め
瑞
四
酒
専
費
局
長
t
リ
エ
を
し
て
穀
物
専
寅
法

実
を
編
纂
せ
し
め
た
る
も
、

一
九

O
九
年
に
至
り
、
車
買
運
動

は
俄
然
終
熔
し
、

t
リ
エ
の
専
貰
案
は
架
上
に
束
ね
ら
る
、
に

至
っ
た
。
荒
L
同
年
に
不
充
分
な
が
ら
も
瑞
濁
の
穀
粉
関
税
紛

争
問
題
に
闘
す
る
協
定
が
逮
せ
ら
れ
、
専
一
買
運
動
は
全
く
共
の

論
練
を
夫
ふ
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

か
〈
の
如
〈
瑞
悶
の
穀
物
事
費
制
は
、
枇
曾
民
主
議
、
農
民

集
及
び
製
粉
業
者
に
よ
り
夫
々
一
特
殊
産
業
階
級
の
利
径
の
鋳
め

第
一
一
一
十
問
巻

四
五
六

第

盟を

I1q 
ノ、

に
主
張
さ
れ
た
る
が
、
共
の
論
擦
は
何
れ
も
国
民
一
部
の
利
谷

を
念
頭
に
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
間
民
全
般
の
承
認
を
得
る
に

至
ら
な
か
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
各
階
級
が
穀
物
専
責
に
闘
し
共

通
の
利
待
を
痛
感
す
る
と
い
ふ
客
観
的
の
経
済
的
根
嫁
を
快
け

る
も
の
で
あ
っ
た
。

ニ
、
戦
時
及
び
鞍
後
の
瑞
面
の
穀
物
幕
賓
制

。
瑞
聞
に
於
て
は
十
九
位
紀
の
同
際
農
業
恐
慌
以
来
、
之
に
掛

抗
す
べ
〈
農
業
粧
管
の
多
面
化
と
牧
斎
化
と
が
奨
励
さ
れ
た
結

果
、
穀
作
反
別
は
一
八
八
八
年
よ
り
一
九
一
四
年
迄
に
五
七
・
九

%
の
減
退
を
示
し
た
。
前
世
紀
の
中
葉
に
於
て
は
、
自
問
摩
穀

物
を
以
て
二
九

O
乃
至
二
九
五
日
の
園
内
需
要
を
充
し
得
た
る

に
、
大
戦
直
前
に
於
て
は
僅
に
六

O
乃
至
七

O
日
の
岡
内
需
要

を
充
す
に
過
ぎ
や
、
圏
内
穀
物
消
費
量
の
六
分
の
五
を
海
外
よ

り
輪
入
せ
ざ
る
を
得
ざ
る
欣
態
に
あ
っ
た
。
大
戦
の
勃
褒
は
穀

物
配
給
を
従
来
の
如
く
自
由
繭
業
に
委
付
し
得
ざ
ら
し
め
た
。

査
し
自
由
商
業
機
闘
を
以
て
し
て
は
、
充
分
な
る
穀
物
輸
入
を

確
保
し
得
、
ヂ
、
従
て
穀
債
の
暴
騰
を
防
止
し
得
た
い
か
ら
で
あ

Fleischmann， a. a. O. S. 94任 0，Sperlicb， Untersuchnngen iiber GetTeidemonop{)l 
Das l¥1onopal in der Schweiz (J凶日bucherfur NationalokolJ.mie und StatI6tik・

FoIge III， Bd. 70. 1926， S. 540ff.) 
7) ・Fleischmann，a. a. O. S. 94 町(長崎常民同署 p. 1'~4以下)
S;2Sperlich. o..a. O. S. 541. 
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る
。
戦
時
中
殆
ん

E
線
て
の
世
界
各
闘
の
穀
物
商
業
は
岡
家
枇

曾
主
義
的
形
態
を
採
り
し
た
め
、
瑞
四
も
亦
此
の
一
時
的
経
情

形
態
に
順
底
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

印
ち
一
九
一
四
年
八
月
に
は
瑞
西
聯
邦
議
曾
は
聯
邦
政
府
に

阻
(
ム
る
に
、
瑞
西
の
治
安
、
岡
防
及
び
中
京
を
確
保
し
、
農
村

の
信
用
及
び
経
情
上
の
利
盆
を
保
護
し
、
特
に
生
日
の
安
定
を

闘
る
線
て
の
方
策
を
講
や
る
無
限
絶
大
の
登
纏
を
以
で
し
た
。

此
の
委
任
全
婚
に
よ
り
一
九
一
五
年
一
月
聯
邦
政
府
の
決
議
を

以
て
穀
物
船
入
を
聯
邦
の
澗
占
」
し

F
4八
月
内
日
間
産
意
物

を
も
聯
邦
専
賓
と
し
、

園
家
濁
占
と
し
、

由通

しー
て九
殺一
物六
の年
完八
全月
専に
要は
制飼
を事ト
布事合:
い入
k を

O~I )も

最
初
専
資
事
務
は
軍
務
省
の
穀
物
局

3
2
E
ξ
E
3
)
に
上
つ

て
庭
現
さ
れ
た
が
、

一
九
一
八
年
九
月
に
は
之
は
聯
邦
食
糧
局

(
国
主
同

32ω
一月
r
o
同
吉
見

}E-dm∞
自
己
)
に
移
さ
れ
、
一
九
二
三
年

一
月
よ
り
聯
邦
穀
物
管
理
局
盲
目
品
開
。

E
邑
田
町
宮
の
2
E
Lゆ
5
0

J4prz
口
町
)
に
よ
っ
て
庭
理
さ
る
L
K
至
っ
た
。
大
戦
終
結
と
共

に
事
責
の
活
動
範
閏
も
漸
次
縮
少
さ
れ
、

料
、
玉
窃
黍
、
大
薬
及
び
燕
萎
に
就
て
は
自
由
商
業
が
復
活
さ

一
九
二
三
年
に
は
師

端

西

白

穀

物

事

費

削

れ
、
小
妻
、
-
7
4
相
会
及
び
獄
逸
小
葵
と
此
等
の
穀
粉
と
が
、
専
貰

と
し
て
詰
問
さ
れ
た
。

一
九
二
六
年
七
月
の
闘
民
投
票
に
よ
り
専

資
制
が
廃
止
さ
れ
た
る
が
、
穀
物
輸
入
濁
占
、
殺
償
保
謹
故
に

磨
粉
補
助
金

(
Z
p
r
f
E
E庁
)

さ
る
、
こ
と
誌
な
っ
た
。

は
一
九
二
九
年
六
月
末
迄
繕
穣

一
九
二
九
年
三
月
の
闘
民
投
票
に
よ

り
穀
物
専
費
制
は
愈
々
廃
止
さ
れ
た
る
が
、
毎
々
深
刻
化
ず
る

園
際
農
業
恐
慌
に
針
し
毅
作
保
護
の
要
求
が
甚
だ
盛
な
る
た

め
、
閣
家
は
製
粉
に
適
す
る
穀
物
に
封
し
‘
生
産
品
買
を
償
ふ
一
定

位
絡
を
生
産
者
K
保
設
す
る
こ
と
L

た

FJhu
今
瑞
四
の
穀
物

専
寅
制
の
本
質
位
に
農
業
上
に
及
ぼ
せ
る
影
響
を
一
見
明
白
な

ら
し
む
る
た
め
左
表
を
掲
げ
や
引
。
(
実
頁
参
照
)

此
表
よ
り
し
て
瑞
聞
の
穀
物
事
費
制
を
慨
概
す
る
に
、
(
一
)

穀
物
の
作
付
面
積
は
大
躍
に
於
て
培
加
の
傾
向
を
示
じ
て
ゐ
る

が
、
就
中
小
萎
に
於
て
最
も
頴
著
で
あ
る
。

一
九
一
八
年
に
念

激
に
培
加
せ
る
は
戦
時
の
強
制
作
付
に
基
い
て
ゐ
る
。
作
付
面

積
の
増
加
に
比
し
て
牧
穫
高
の
増
加
が
割
合
に
少
た
い
の
は
、

専
責
中
に
於
て
穀
作
の
集
約
度
が
徐
り
高
ま
っ
て
ゐ
友
い
こ
と

を
示
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
一
九
二
四
年
乃
至
二
七
年
の
卒
均
に

第
一
一
一
十
四
巻

四
五
七

第

務

四
戸じ

穀物事費一般については.拙稿殺物事!賞論(経潤論議第341豊第z盟主〉参照
~andmaIÌn ， fJie AgrarpolitHζ d.es schweir，eTischen lndustdestaates， 1928， S. 104・
Sperlich， a. a. O. s. 545任i
Howal~， Landernachrich.ten; Schwei7.j (DeriGhte uber Lo.nd，¥yirtrchcrft， Neuc 
Folge Bd. XIV. Hert 3， 1931， S. 509) 
次の統計表は J.Landmann， Die Getreidemonopolwirtschaft in der Sch、;veiz.
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1928 

5
1， 
470 

13.735 
ラ
245

19.900 
28.300 

1
m
 

51.470 
13.135 
'.245 
19.890 
28.300 

I
 
m< 1926 

51.4
67 

13.735 
5.248 
19.890 
28.320 

1925 

49.500 
14.500 
5.600 
20.200 
27.500 

減
11
穏

1924 

48.100 
15.500 
5.800 

20.500 
28.200 

E
司
〈

1923 

48.200 
16.000 
5.800 
20.800 
28.550 

1922 

47.600 
16.800 
5.800 

2
1.3

00 
28.600 

総
111
4-&1!1!!1 

1921 日0000 00067 

0I997 

，，，，， 

O9519 

5122 

1920 

00000 

00000 

02230 

'F，， 

q40040AU内4

5223 

1919 

38.901 
6
1.
010 

52.700 
17..6

50 
25.900 

22.900 
5.350 

6.100 
6.800 

17.200 
29ι000 

22.050 
38.270 

47.000 
33.170 

1918 
1917 

1916 

36.956 
16.800 
5.000 
16.250 
36.450 

1915 

36.956 
16
.7
00 

4.800 
16.200 
36.300 

高
語
審
跡
調
民
宿

1914 

Q
 

韓
国

500r
ヲ0 52464 

54218 

1314zy 

40861 

10E39 

21107 

13145 

10.970 
3.160 
1.180 
4.020 
6.270 

刊

ω
山間

ωω 56315 

93145 

00000 

79949 

41164 

，v，PF 

83135 

9.780 
3.730 
1.3

30 
4.180 
6.100 

6.430 
2.770 
1.
036 

3.194 
5.112 

9.7
27 

3.430 
1.
225 

3.954 
6.165 

a7巾刃向U
内U什H1

51F11 引仁74州

r
，』rコ

'e，， 

93146 

10597 
4.2

30 
1.3

50 
4.438 
6
，184 

14.350 
5.750 
1.435 
4.132 
!0.407 

OE586 

57251 

23123 

，，，，， 

8313E 

11.030 
5.490 
1.010 
5.430 
1
 

l
，260 

11. 
770 

5.320 
1.
000 

5.230 
9.769 

34.354 
38.429 

4
1.
739 

37.139 
45.551 

37.757 
150 

38.833 
11
，7
10 

37.236 
306 

846 
..34.68! 

33
，121 

57.944 
21.

187 

(
 1914

←
1911

年
に
は
}

(
圏
内
産
袈
鴇
由
貿
土
j

額
1;
1
:
僅
少
で
あ
る
。

2

1914-1924
年
闘
の
剥
査
広
し

l予25
年
白
岩
粉
補
助
盆
制
の
採
用
主
主
甫
め
τ
調
査
さ
る

42.605 
1.7

09 
7.038 
10.233 

5.155 

6.219
未
調
査

Ii.J
H

ー

2
1.
1
 6.8.81 

4，8
34 

ι
J23 

11.1
57 

~2.5 

2E
内

産
量

砲
の

主
撞
1';
~
貸
局
買

t高

(10
噸

貨
車

を
車

位
J
bl
農

家
自

給
高

主
ず
)

1
 

~
!
三

(bì:::
íTi-~主

i

¥Ill
に

全
泊

費
量
ι
封

す
る

割
合

3
事

責
局

の
費

用
債

格
.
)
小
委
平
均
給
λ

慣
格

物濁

7.310 

7
，67

ラ
14

，983 
30A 

1.作
甘

面
積

及
び

生
産

事
件

I
 a) -

d
、
袋

1
・・

35.011 
1
 b) 
(
t
イ
ツ
小
愛

n
・

，
 ・ー
....15.800

l
作

付
面

積
J
c
>
語
種
委
{
小
愛
吉
ラ
イ
愛
吉
田
)
¥
.
500

c-
、
ク
タ
ー

I
d
l
7
H耳・・・.................，

15.300
)
1
.
単
位
)

• 
l

 e)
其

他
申

最
強

〈
燕

委
大

袋
34.400

及
ぴ
玉
掲
:
t
)

.
.
H
、
袋
ー

8.920 
1
岐

路
高

'b)
P' 
1
ツ
小
委

..... 
4.380 

(1
0噺

頃
車
J
c)

混
苗
姿
く
同
上
〉

ー
・

900 
を
車
位
=
す
1
d) 

'i {~....... 
・

.... 
4.380 

l.)
共
他
申
襲
楊
〈
司
上
)
"
.
.
.
.

8
，950 

H
 配

給
及

び
慣

格
構

成
i
バ

シ
用

毅
物

輸
入

額
J

 a 1
穀

(1
0噸

貨
車

を
車

位
三

す
)1

bl
穀

4;365 
9.035 

5.016 
9
，329 

2
.7
83 

5.326 
8.733 

ち
弓
85

30.00 

42
，50 

41.50 
-
H
:
9
ヲ
十

12.50

.32.55 
33.59 

42.50 
ト
8.91

35.25 

42.50 
十
7.25

31.4
6
 

62.50 
52.50 

49.50 
45.00 

十
4
.
65

ト
17.10

十
11.23

十
13.54

32.27 
35.40 

57
，85 

73.9
2
 

69.50 
l.4

2
 

73
，16 

66
，50 

-
6
.
6
6
 

15.69 

66.50 
9

，19 

67.52 

66.50 
-
1
.
02 

nH
刊

ωn41
刊一

1115 日引

5苅4f円

相

UH肘列党至
6一

切1mMM4乃川

ω
出口開

ω一金口一

川1MU91h品川
6 6ヨ

ard

一

(l
dz

首
り

を
ア

号
シ

に
τ
示
す
〉

bl
園

内
産

小
委

由
貿

k
債

格
同

上
}

c) 
(，)吉

(b)
の
差
額
ー

・田
I
・

;車
，1

 
b) 

川
専

貴
由

管
理

及
び

財
政

的
結

巣

1
鼓
柳
田
給
額

10
噸

貨
車

を
単

位
三

す
9.217 

3
U
3
4
 

2.
専

貸
穀

物
由

貿
t
金

額
百

万
7

寺
シ
翠
位

-
206

.4 
3
事
責
需
物
由
貿
上
金
額
同
~

.........."... 
-

206.4 
4. 

(21
芭

(
JI
"

の
差

額
ー

一
-

i
事

責
揖

盆
決

済
高

千
7
'
シ
単
位

5
-
8
 

5
-
8
 

~-'8 
5
←
8
 

48.246 
54.020 

42.672 
41. 

675 
44.1

51 
44.1 66 

2ラ8.1
245.0 

215.3 
209.1 

227.2 
21
1.
0

 
26
1.
5
 
248.2 

217
.7 

2
1
0
.
0
.
2
2
9
.
2
 

213.3 
十

3.4
十

3.2
卜
2

，4
卜
1
.
9

卜
2.0

十
2.3

+
6
2

十
i
J
7
.

-j-366.
十
398

十
197.

十
417，

455 
936 

8.42 
804

、
614

150 
672.2 

617.6 
6
3
1
3
 

569.4 
614

，4
 
586.2 
，

 
布
均

Idz
苗
り

15
ラ

ヅ
A

Jシ

73 
59 

56 

37..69 
'

 35.86 
J3
.40 

3
2.69

 
38目。

7
34.21 

40.90 
36.00 

36.57 
32.18 

48 

25 

泥沼
8 

9 
3 48.086 
160

.7 
160

，7
 

55.30 

45.873 
258

，0
 

246.5 
-
3
8
.
5
 

62.50 

41.202 
466

，1
 

409.4 
-56.7 

63.20 

46.194 
5
2
2
9
 

467.1 
-
5
5

，8
 

64
，00 

25.827 
324.0 
269.1 
-
5
4
9
 

59.10 

48
号
16

40.116 
4)9，

4
 
215

，8
 

445
，2

 
220.7 

+
5

，81 
+
 U

 

1914
ー
1922

年
間
の
損
益
計
算
ι
し

515.3 

43.00 
38.75 

3 
3 

2 
3 

i 

54 
55 

74 

595.0 
61
1.
0
 

'
-

647.5 

1914-
，1922

年
1m

慎
重
苦
闘
毒
虫
管
理
出
他
白
行
政
機
関
じ
附
嵐
官
り

e
8
U
 1.31

1.7 
1.028.6 

6
事

責
管

!
凶

糧
費

額
千

フ
ラ

シ
単

位
}

理
費

用
¥
bl 

Idz
古

り
の

管
理

費
用

7.
事

責
局

白
人

員
・

・
ー



於
て
.
圏
内
産
穀
物
を
は
て
園
内
需
要
の
二
四
・
七
%
を
宏
ず
に

至
り
、
戦
争
直
前
の
一
五
・
O
%
に
比
し
て
自
給
量
を
増
し
て

ゐ
る
。
(
二
)
専
責
局
の
園
内
産
穀
物
の
寅

t
債
格
は
、
一
九
二

O
年
迄
は
外
岡
康
穀
物
の
輸
入
慣
格
よ
り
も
梢
低
ぐ
決
定
さ
れ

--m〉
、

φ

ム
カ

一
九
一
二
年
以
後
は
園
際
農
業
恐
慌
に
よ
る
世
界
市
場

慣
格
の
暴
市
貯
に
拘
ら
や
、
輸
入
債
格
よ
り
も
遂
に
高
く
保
っ
と

と
に
よ
っ
て
農
民
を
慌
護
し
た
。

yvに
拙
著
で
あ
る
。

，W( 
:己

主司

1m ~禾
げ) i己
JUi. '. --
賀、アL
{焔iU 二

'14う"二
t;t、正F

1王
;h りご

年
迄
は
輸
入
債
格
よ
り
も
柏
低
〈
決
定
せ
る
が
、
同
年
以
後
に

於
て
は
之
よ
り
も
高
く
決
定
し
た
が
、
共
程
度
は
山
貝
上
債
格
の

場
合
に
比
し
て
僅
少
で
あ
る
。
之
れ
瑞
西
に
於
て
は
職
人
穀
物

が
穀
物
需
要
額
の
八
割
弱
を
出
む
る
を
以
て
、
轍
入
穀
物
の
敗

貰
債
格
を
輸
入
債
格
よ
り
若
干
引
上
ぐ
る
む
と
に
よ
っ
て
、
穀

物
生
産
者
に
世
界
市
債
を
越
ゆ
る
買
上
慣
格
を
保
設
し
得
る
か

ら
で
あ
る
。
併
し
瑞
問
は
専
寅
制
に
よ
っ
て
圏
内
債
俗
を
し
て

惟
界
市
債
の
叫
変
動
よ
り
完
全
に
離
脱
せ
し
む
る
を
得
守
、
穀
物

の
真
上
及
び
賓
却
債
格
を
世
界
市
慣
に
追
随
せ
し
め
ざ
る
を
得

友
か
っ
た
。
蓋
し
世
界
市
債
を
'
無
視
す
る
高
償
左
る
質
上
債
絡

瑞

商

の

穀

物

募

資

制

を
農
民
に
保
詮
す
る
と
と
は
、
消
費
者
の
負
捨
を
過
重
な
ら
し

一
九
二
五
年
以
来
園
際
農
業
恐
慌
に
よ
る

む
る
か
ら
で
あ
る
。

世
界
殺
債
の
暴
落
に
封
し
、
園
内
穀
作
を
保
護
す
る
必
要
上
二

般
の
消
賛
大
衆
の
犠
牲
に
於
て
質
上
債
格
を
引
上
げ
た
る
が
、

こ
の
消
費
大
衆
の
反
針
が
専
責
制
廃
止
の
一
間
と
な
っ
た
V
(
一二)

一
九
二
四
年
六
月
白
聯
邦
曾
議
の
決
議
に
よ
り
、
一
九
ご
五
年

以
来
従
来
専
寅
よ
り
除
外
さ
れ
た
る
農
家
の
自
家
用
穀
物
に
例

/戸田、，、

l
F
K
4
 
一
堂
政
局
が
川
判
読
す
名
高
位
た
る
劃
止
伯
絡
の
恩
恵
K

浴
せ
し
む
る
た
め
に
、
腕
尉
粉
補
助
金

冨
山
}
】
』
℃
一
回

S
F

を
交
付

し
た
。
此
補
助
金
は
各
地
方
の
生
産
事
情
の
如
何
に
上
り

ム
山
首
り
五
乃
至
八
フ
ラ
ン
に
定
め
、
之
に
由
て
、
小
農
が
自
家
用

穀
物
迄
を
専
費
局
に
責
却
し
後
日
夏
に
之
を
よ
り
安
〈
専
賓
局

よ
り
買
戻
さ
ん
と
す
る
と
と
を
趣
〈
る
と
共
に
、
ま
た
彼
等
小

農
が
自
家
用
穀
作
を
慶
止
し
て
牧
畜
経
替
に
移
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
殺
作
を
萎
鹿
せ
し
む
る
と
と
を
避
く
る
潟
め
で
あ
っ
た
。

一
也
首
り
一
五
-
フ
ツ
ペ
ン
で
あ
り

(
四
)
専
買
の
管
現
費
用
は
、

案
外
僅
少
で
あ
っ
た
の
は
、
専
賓
の
補
助
機
関
と
し
て
農
村
の

産
業
組
合
を
利
用
し
得
た
る
に
も
基
く
も
の
で
あ
る
。

第
三
十
四
巻

四
五
九

第

披
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